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 2026年度　文教大学大学院行事予定

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
入学式 ①

12 13 14 15 16 17 18
① ① ① ① ②

19 20 21 22 23 24 25
② ② ② ② ③ 補講日

26 27 28 29 30
③ ③ ③ ③

日 月 火 水 木 金 土 ・授業実施日（振替休日）
26 27 28 29 30 1 2

④
3 4 5 6 7 8 9

④ ④ ⑤ 補講日
10 11 12 13 14 15 16

④ ④ ⑤ ⑤ 休講日
17 18 19 20 21 22 23

⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ 補講日
24 25 26 27 28 29 30

⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦
31

日 月 火 水 木 金 土
31 1 2 3 4 5 6

⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ⑧ 補講日
7 8 9 10 11 12 13

⑧ ⑧ ⑨ ⑨ ⑨
14 15 16 17 18 19 20

⑨ ⑨ ⑩ ⑩ ⑩ 補講日
21 22 23 24 25 26 27

⑩ ⑩ ⑪ ⑪ ⑪
28 29 30

⑪ ⑪
日 月 火 水 木 金 土
28 29 30 1 2 3 4

⑫ ⑫ ⑫
5 6 7 8 9 10 11

⑫ ⑫ ⑬ ⑬ ⑬ 補講日
12 13 14 15 16 17 18

⑬ ⑬ ⑭ ⑭ ⑭
19 20 21 22 23 24 25

⑭ ⑭ ⑮ ⑮ ⑮ 補講日
26 27 28 29 30 31

⑮ ⑮ 試験 試験 試験
日 月 火 水 木 金 土
26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8
試験 試験 集中講義 集中講義 集中講義 追試 ・追試験期間

9 10 11 12 13 14 15 ・追試験予備日
追試 ・集中講義②

16 17 18 19 20 21 22
追試（予備） 集中講義 集中講義 集中講義 ・成績発表（M2）、再試験受付

23 24 25 26 27 28 29 ・成績発表（M1）
成績（M2） 成績（M1） 再試 ・再試験期間

30 31
再試

日 月 火 水 木 金 土
30 31 1 2 3 4 5

再試 再試 ・9月期修了者発表
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
修了式

【東京あだちキャンパス】春　学　期 【東京あだちキャンパス春学期】
行事予定

3
月

4
月

4/1～4/8 ・新年度オリエンテーション
4/1～4/2 ・抽選申込①

4/4

4/7～4/8 ・健康診断
4/9 ・抽選申込②結果の確定日

4/29 ・授業実施日（昭和の日）

4/6 ・入学式

・抽選申込①結果の確定日
4/4～4/7 ・履修登録・抽選申込②

4/10 ・春学期授業開始
4/15～4/16 ・履修登録（確認・修正）期間

6
月

6/21 ・オープンキャンパス
6/24

5
月

5/6
5/15 ・新入生歓迎スポーツ大会（休講日）

・国際学研究科第1次中間報告会

・春学期授業終了
7/29～8/4 ・定期試験期間

7
月

7/20 ・授業実施日（海の日）
7/26 ・オープンキャンパス
7/28

7/29～8/5 ・追試験受付期間

8
月

7/29～8/4 ・定期試験期間
7/29～8/5

・オープンキャンパス

・オープンキャンパス

・追試験受付期間
8/5～8/7 ・集中講義①

8/17
8/18～8/20

8/9
8/8～8/10

9
月

8/28～9/1 ・再試験期間
9/4 ・再試験成績発表
9/18
9/28 ・9月期修了式

8/27
8/28～9/1

8/22
8/26

3



 2026年度　文教大学大学院行事予定

日 月 火 水 木 金 土
30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
① ① ① ① ①

20 21 22 23 24 25 26
② ② ② ② 補講日

27 28 29 30
③ ③ ②

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
③ ③

4 5 6 7 8 9 10
④ ④ ③ ④ ④ 補講日

11 12 13 14 15 16 17
⑤ ⑤ ④ ⑤ ⑤

18 19 20 21 22 23 24
⑥ ⑥ ⑤ ⑥ ⑥

25 26 27 28 29 30 31
⑦ ⑦ ⑥ ⑦ ⑦ 補講日

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

⑧ ⑦ ⑧ 準備日 学祭
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⑩ ⑩ ⑩ ⑪ ⑩ 補講日
29 30

⑪
日 月 火 水 木 金 土 ・休講日
29 30 1 2 3 4 5

⑪ ⑪ ⑪ ⑫ ⑪
6 7 8 9 10 11 12

⑫ ⑫ ⑫ ⑬ ⑫
13 14 15 16 17 18 19

⑬ ⑬ ⑬ ⑭ ⑬ 補講日
20 21 22 23 24 25 26

⑭ ⑭ ⑭ 休講日
27 28 29 30 31 1 2

日 月 火 水 木 金 土
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⑭ 補講日 ・定期試験期間

10 11 12 13 14 15 16 ・追試験受付期間
⑮ ⑮ ⑮ ⑮

17 18 19 20 21 22 23
⑮ 試験 試験 試験 試験
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日 月 火 水 木 金 土
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追試 追試 入試 入試
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追試(予備） 集中講義 集中講義 集中講義

14 15 16 17 18 19 20 ・再試験期間
成績（M2） 再試 再試 再試

21 22 23 24 25 26 27

28

日 月 火 水 木 金 土
28 1 2 3 4 5 6 ・成績発表（M1）

成績（M1） ・修了者発表
7 8 9 10 11 12 13 ・修了式

14 15 16 17 18 19 20
修了式

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

【東京あだちキャンパス】秋　学　期 【東京あだちキャンパス秋学期】
行事予定

9/8 ・抽選申込①の結果確定日

9
月

9/4～9/6 ・抽選申込①

9/8～9/10 ・履修登録・抽選申込②
・抽選申込②の結果確定日
・秋学期授業開始

9/17～9/18 ・履修登録（確認・修正）期間

9/12

9/21 ・授業実施日（敬老の日）
9/22 ・授業実施日（国民の祝日）

9/14

10
月

10/3 ・国際学研究科1期入試
10/12 ・授業実施日（スポーツの日）
10/17 ・創立記念日
10/28 ・国際学研究科第2次中間報告会

・学祭片付日（休講日）
・国際学研究科2期入試

11
月

11/6 ・学祭準備日（休講日）
11/7～8 ・学祭期間
11/9

11/23 ・授業実施日（勤労感謝の日）

12
月

12/24
12/25～1/7 ・冬季休業期間

1
月

12/25～1/7
1/8

1/18

・冬季休業期間
・秋学期授業再開
・国際学研究科修士論文提出締切1/13

1/19～1/25

1/26 ・国際学研究科修士論文口述試験

・秋学期授業終了

1/19～1/26
1/26～1/28 ・集中講義①

2
月

2/3～2/4 ・追試験期間
2/10 ・追試験期間

2/16

・追試験予備日

・成績発表（M2）、再試験受付

・国際学研究科3期入試
2/18～2/20

2/24

2/10
2/11～2/13

2/24

3
月

3/3 ・再試験成績発表
3/5
3/6

3/16～3/31
3/15

・春季休業期間
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学園の沿革 

1927年 女子教育の先覚者、馬田行啓、小野光洋によって立正幼稚園、立正裁縫女学校を開設。 
1928年 （財）立正学園設立、立正女子職業学校開設。 
1953年 立正学園女子短期大学を開設し、家政科を設置。 
1962年 女子短期大学に英語英文科、児童科を設置。  
1963年 女子短期大学に文芸科、栄養科を設置。 
1966年 埼玉県越谷市（越谷キャンパス）に立正女子大学開設、家政学部家政学科を設置。 

1968年 
立正女子大学に家政学部児童学科を設置。 
立正学園女子短期大学を立正女子大学短期大学部と改称。 

1969年 立正女子大学に教育学部初等教育課程、中等教育課程国語専攻・英語専攻を設置。 

1976年 
立正女子大学に人間科学部人間科学科、教育学部中等教育課程家庭専攻を設置。 
立正女子大学を文教大学と改称。 
立正女子大学短期大学部を文教大学女子短期大学部と改称。 

1977年 文教大学、男女共学とする。 
1980年 文教大学に情報学部広報学科・経営情報学科を設置。 
1983年 学校法人立正学園を学校法人文教大学学園と法人名称変更。 
1985年 情報学部、文教大学女子短期大学部を神奈川県茅ケ崎市へ移転。湘南キャンパスとして開校。 
1986年 情報学部に情報システム学科を増設（湘南キャンパス）。 
1987年 文教大学に文学部日本語日本文学科・英米語英米文学科・中国語中国文学科を設置（越谷キャンパス）。 
1990年 文教大学に国際学部国際学科を設置（湘南キャンパス）。 
1992年 文教大学に専攻科教育専攻科教育学専攻を設置（越谷キャンパス）。 

1993年 
文教大学に大学院設置、大学院人間科学研究科修士課程設置（越谷キャンパス）。 
文教大学に外国人留学生別科を設置（越谷キャンパス）。 

1998年 
人間科学部に臨床心理学科を増設（越谷キャンパス）。 
教育学部の初等教育課程を学校教育課程と名称変更。 

1999年 大学院に大学院言語文化研究科修士課程を設置（越谷キャンパス）。 

2000年 

国際学部国際学科を国際コミュニケーション学科および国際関係学科に改組。 
女子短期大学部の文芸科、英語英文科、栄養科、家政科をそれぞれ現代文化学科、英語コミュニケーショ
ン学科、健康栄養学科、ライフデザイン学科に名称変更。
大学院人間科学研究科に博士後期課程を設置（越谷キャンパス）。

2003年 
教育学部に心理教育課程を増設（越谷キャンパス）。 
女子短期大学部を単科の健康栄養学科に組織変更。  

2005年 大学院に大学院情報学研究科修士課程、国際協力学研究科修士課程を設置（湘南キャンパス）。 
2007年 大学院に大学院教育学研究科修士課程を設置（越谷キャンパス）。 

2008年 
人間科学部に心理学科増設（越谷キャンパス） 
国際学部国際コミュニケーション学科を国際理解学科、国際関係学科を国際観光学科と名称変更。 

2010年 文教大学に健康栄養学部管理栄養学科を設置（湘南キャンパス）。 
2012年 大学院に大学院言語文化研究科博士後期課程を増設（越谷キャンパス）。 

2014年 
文教大学に経営学部経営学科を設置（湘南キャンパス）。 
情報学部に情報社会学科、メディア表現学科を増設（湘南キャンパス）。  

2015年 大学院に大学院国際学研究科修士課程を設置（湘南キャンパス）。 
2016年 教育学部学校教育課程に英語専修を設置。 
2017年 文学部に外国語学科を増設（越谷キャンパス）。 
2020年 教育学部発達教育課程を設置（越谷キャンパス）。 
2021年 国際学部、経営学部、国際学研究科を東京都足立区へ移転。東京あだちキャンパスとして開校。 
2025年 情報学部情報社会学科をデータサイエンス学科と名称変更。 
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学 園 組 織 図

【大学院付属研究所】
人間科学研究科付属臨床相談研究所
言語文化研究科付属言語文化研究所
【大学付属研究所】
教育研究所
生活科学研究所
湘南総合研究所

研究所

学校教育専攻修士課程

国際学専攻修士課程

情報学専攻修士課程

言語文化専攻修士課程

言語文化専攻博士後期課程

臨床心理学専攻博士後期課程

人間科学専攻修士課程

臨床心理学専攻修士課程

中国語中国文学科

発達教育課程

学校教育課程

教育専攻科

国際学研究科

教育学研究科

情報学研究科
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人間科学研究科

外国語学科
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日本語日本文学科

メディア表現学科

データサイエンス学科

情報システム学科

心理学科

臨床心理学科

人間科学科

管理栄養学科

国際理解学科
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文教大学

学
校
法
人
文
教
大
学
学
園

情報社会学科 ※2025年4月学生募集停止
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建学の精神「人間愛」

「人間愛とは、人間性の絶対的尊厳と、その無限の発展性とを確信し、すべての人間を信じ、尊重し、あたたかく慈

しみ、優しく思いやり、育むことである。」 

文教大学学園は、昭和2年に「立正精神」を建学の精神・教育理念として設立され、今日では、幼稚園、小学校、中

学校、高等学校、外国人留学生別科、大学７学部、専攻科、大学院５研究科を擁する総合学園に発展して参りました。 

学園設立当初の教育理念「立正精神」は、日蓮聖人によって体得せられた法華経の精神で、人間性の絶対的尊厳と、

その無限の発展性とを確信し、理想社会の実現を期するところのもので、これは生命の尊厳を基礎とする「人間愛」

を前提とするところのものです。 

「人間愛」の精神は、なによりも「生命（いのち）を大切にする心」の上に成り立っています。すなわち、私たち一

人ひとりの生命（いのち）は、それが誰の生命であっても、かけがえのないもので、何ものにも換え難く大切である

と考えます。「人間愛」の精神は、人と人とが認め合い、尊敬し合い、許しあい、思いやる、そういう社会が必ず実

現することを望み確信する心です。 

文教大学学園では、園児・児童・生徒・学生が知識や技能・技術を学修するに当たって、大切なのはこれらの知識や

技術をどういう方向に活用するかであると考えます。大切なのは、「人間愛」の精神（こころ）を人格の中核として

形成することであると考えます。本来、教育の本旨は人格の形成にあるからです。 

文教大学学園は、「人間愛」の教育の実践は「園児・児童・生徒・学生の喜ぶ顔が見たい。子どもたちに悲しい思い

をさせない。悲しむ顔は見たくない。」にあると考えます。こうして、本学園では、教職員と子ども、子どもと子ど

も、教職員と教職員の間で「人間愛」の精神が醸成され展開されています。 
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学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

国際学研究科 

国際学研究科では、教育研究上の目的を踏まえ、グローバリゼーションが進む社会において発

生する課題を解決する能力を身につけ、グローバリゼーション研究にかかる高度な知識（国際社

会への多様な見方や交流のあり方）と、本研究科がめざす３つの研究領域に対応した思考力、判

断力、応用力などの実践力を修得のうえ定められた課程を修了し、学位論文の審査に合格した者

に修士の学位を授与します。

〔修得させるべき能力〕 

１．グローバリゼーションがもたらす影響へのマクロ的視点、ミクロ的視点双方からの思考力と

分析力

２．市民社会の理解に基づき、地域の持続的発展や地域デザインに関する適切なモデルを選定す

る判断力

３．交流する社会を創出するツーリズムを地域振興や文化政策に融合させて展開できる企画力と

応用力

〔その達成水準〕 

１．履修規程に沿った専門知識やスキル

２．研究目標の設定や研究の設計、調査・分析の遂行、結論の導出、それらに基づく知見の提示

などの研究者としての基礎的能力

３．国際社会への多様な見方や交流のあり方にかかる高い見識と、それを活用できる能力
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教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

国際学研究科 

学位授与の方針を達成し、かつ複合的な視野に立った体系的な教育課程を編成します。また、

学際領域にある研究科の特徴をいかし、研究専門領域のみならず関連する他の領域科目の履修を

奨励し、フィールドワークや演習を取り入れた実践的な科目や、学外における学びの機会を提供

します。

〔教育課程の体系及び特徴〕 

１．国際学を体系的に学ぶコースワークを採用する。具体的には、相互に関連する分野の基礎素

養を涵養する「基幹科目」群と、３つの研究領域ごとの科目を充実させた「応用科目」群に

よる専門教育課程を編成する。

２. 専門教育では、他大学や他研究科の履修も可能な制度を設け、多様な観点の学修を提供する。

３．自治体や企業等との連携による科目設定を行い、より実社会の現場に近い学びと研究を実現

する。

４．国際社会および地域社会における実践的能力の涵養の視点から、演習科目を複数設定する。 
５．修士論文ではフィールドスタディーを取り入れることを奨励し、これに資金面での支援を行

う。

〔研究指導方針〕 

１．必修科目および主指導教員、副指導教員連携による指導の下で日常的研究を行う。

２．研究科全教員が出席する年２回の研究発表（中間報告会）の場において、個々の研究の進捗

状況を報告させ、指導教員のみならず他領域分野の専門家である教員からの質問、アドバイ

スを通して国際学という学際的かつ多角的な思考の訓練を行う。

〔達成のための具体的な取組〕 

１．少人数クラスにおいて、履修科目担当教員が当該クラスでの授業内容と学生の関心、興味と

の関連性に触れるよう指導している。

２．学会等学外での発表の場への参加を奨励し、資金面での支援を行っている。

３．自治体や企業などとの連携により、政策現場の職員と大学院生が共に学ぶ機会を提供してい

る。
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授業・履修について 
 
1． 授 業 

（1）単位制 

単位制とは、大学の定める履修規程に従って、授業科目ごとに一定の基準で定められている単

位を修得する制度です。単位とは、学習時間を表す名称であり、単位の修得は、それぞれの科目

について所定の時間を履修し、試験その他の方法により合格と判定されたとき初めて達成されま

す。この単位の集積をもって修了の要件を満たしていくことになります。 
授業科目には、講義・演習・実習の種類があり、授業科目はすべて、春学期または秋学期の学

期内で完結するようになっています。単位の計算は次のようになります。 
＜1 単位あたりの授業時間数＞ 
○ 講義・演習･････････････15 時間から 30 時間までの範囲で大学が定める時間 
○ 実習･･･････････････････30 時間から 45 時間までの範囲で大学が定める時間 

 
（2）授業時間 

授業時間は、原則として次のとおりです。 
 

第 1 時限 第 2 時限 第 3 時限 第 4 時限 第 5 時限 

9:10～10:40 10:50～12:20 13:10～14:40 14:50～16:20 16:30～18:00 

 
（3）休 講 

授業担当の先生がやむを得ない理由や都合により授業を休むことがあります。このようなとき

には事前に休講を通知します。 
 なお、授業時間が始まって 30 分以上たっても担当の先生が教室に見えないときは、教育支援課

へ連絡をし、指示を受けてください。 
 
（4）交通機関の不通や自然災害による休講・休校措置等について 
交通機関の不通や自然災害（台風等）により、学生の登下校の安全が確保できないと判断され

る場合や、交通機関が不通となる可能性が高く、学生の登下校及び授業運営に混乱が生じると予

想される場合には、「休講」又は「休校」の措置をとる場合があります。 
  

「休講」：授業を開講しないことをいいます。 
「休校」：校舎敷地内（場合によっては校舎外も含む。）の課外活動等を含めた全ての教育学習活動

を停止することをいいます。この場合は、原則として学生の登校を禁止し、下校を指示す

ることとなります。 
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「休講」又は「休校」の措置をとる必要がある場合は、大学が、前日の午後５時を目途に対応を決

定し、学生には「文教大学ポータルサイト（B!Navi）」及び「文教大学ホームページ」にてお知らせ

します。「休講」又は「休校」が予想される場合は、大学ホームページ等で、大学からのお知らせを

確認してください（大学への電話による問合せは控えてください）。 

 
ただし、「休講」（又は「休校」）が決定していない状態で、次の路線が何らかの理由で東京あだち

校舎最寄り駅を含む区間において『始発から不通』となっている場合には、当該校舎の授業を次表

のとおりとします。 
       東武スカイツリー線（伊勢崎線）及びつくばエクスプレスのうち一路線 

復旧時間 授業の取り扱い 

午前６時までに運行された場合 平常授業 

午前１０時までに運行された場合  午前中のみ休講（1・2 時限） 

午前１０時現在不通の場合 午後も休講（1 時限～5 時限） 

 
（5）補 講 

 授業が行事や休講等で予定の回数を実施できなかった場合に補講が行われる場合があります。

実施日は、担当の先生の指示に従ってください。土曜日の午後に実施される場合もあります。 
 
（6）欠席扱いの免除 

 「忌引き」、「学校感染症（学校保健安全法第 19 条の規定による）」、「災害」、「裁判員制度」の

理由で授業を欠席したときは、「欠席扱い免除願」に欠席事由を証明するものを添えてすみやかに

教育支援課に申請してください。なお、これらの場合の欠席扱い免除は、欠席が授業実時数の 3

分の 1 を超えた時に考慮されます。 
  
2． 履修登録にあたって 

（1）毎年授業開始前に、履修登録を行っていただきます。 
（2）指定された期日までに履修登録をしなかったり、間違った登録を行うと、授業を受けること

も、その科目の試験を受ける資格もなくなります。したがって、単位認定もされません。 
また、登録していない科目は、授業を受けることができませんので、登録手続きには十分注

意してください。 
（3）一度履修登録した科目は、指定された期日以外には変更したり追加・削除することはできま

せん。 
（4）担当の先生が異なっても、同一名称の科目を重複して履修することはできません。 
（5）一度単位を修得した科目をもう一度履修登録することはできません。 

注意：履修登録にあたって不明な点が生じた場合は、本人が直接教育支援課の窓口に来て相

談してください。 
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3． 授業科目の開講年次 

授業科目は、それぞれ開講年次が決められています。 
開講年次が自分の年次よりも下の年次であるならば履修することが可能です。逆に上の年次の

場合は、履修することはできません。各自、開講年次に従って受講計画を立ててください。 
 
4． 再履修 

再履修とは、履修登録された科目のうち、単位が認定されなかった科目を次年度以降に再び履

修することをいいます。 
その科目が修了に必要な科目である場合は、必ず再履修しなければなりませんが、選択必修科

目や選択科目の場合は、同系列の他の科目で必要単位を満たすこともできます。 
 
5．文化交流創成コーディネーター(略称：インターカルチュラル・コーディネーター)資格の取得 

国際学研究科では、インターカルチュラル・コーディネーター資格要件に対応する科目を設置

しています。本資格は、日本国際文化学会が認定する資格で、以下のカリキュラム・フレーム科

目履修によるプログラム単位修得 16 単位に加えて、学会が主催する短期集中セミナーを受講する

ことが望ましいとされています。短期集中セミナーへの参加が困難である場合は、間文化活動実

践を積んでいることを記載した学習活動報告書を代わりに提出することができます。 
インターカルチュラル・コーディネーターとは、現在までの様々な文化活動の独自性の継承と

相互的文化交流による新たな文化の創成に携わり、そこに存する諸課題の把握とその解決に取り

組む者と定義されています。日本と世界で多文化の共存する社会に貢献するグローバル人材とし

て活躍することが期待されます。詳細については、オリエンテーションで説明します。 
 

区分 科目名 
単 

位 

1年次 国際学研究科 

における区分 

必要 

科目数 1 2 

Ⅰ 基礎科目 

国際学総論 2 ○  必修 

2科目 

以上 

国際関係論特論 2 ○  

選択 

市民社会・ガバナンス特論 2  ○ 

多文化交流特論 2 ○  

国際協力特論 2  ○ 

国際ツーリズム特論 2 ○  

Ⅱ 専門科目 

開発と貧困特論 2  ○ 

選択 
4科目 

以上 

開発人類学特論 2  ○ 

平和とグローバルガバナンス特論 2 ○  

情報デザイン特論 2 ○  

国際経済･国際金融特論 2 ○  

国際法特論 2  ○ 

地域研究特論 2  ○ 

ジェンダー特論 2 ○  

地域文化マネジメント特論 2  ○ 
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Ⅱ 専門科目 

ソーシャルビジネス特論 2  ○ 

選択 
4科目 

以上 

環境政策演習 2 ○  

サステナブルツーリズム特論 2 ○  

国際交通特論 2 ○  

観光行動特論 2  ○ 

ホスピタリティ人材マネジメント特論 2 ○  

ツーリズム心理学特論 2  ○ 

Ⅲ 間文化活動／

フィールド・   

ワーク科目 

地域計画特論 2  ○ 

選択 
2科目 

以上 

フィールド調査法演習 2 ○  

社会調査演習 2  ○ 

グローバル化と言語教育特論 2 ○  

※開講セメスターはやむを得ない事情により変更することがありますので、時間割を確認してください。 
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国際学研究科 

履修方法等について 

－研究指導教員の選択等－ 

A．研究指導について 

（1）学則第 10 条による研究指導は、国際学研究科教授会が研究指導担当者として指名した教

員によって行われる。

（2）学生は原則として自らの研究計画に基づき、前項の研究指導担当者の中から指導教員を

選択できる。

（3）研究指導は、指導教員が予め定めた時間に研究内容・経過等に関する学生との対話によ

って行われる。

（4）上記（2）の指導教員選択については、次の手続きによる。

①入学後の指定された日に、新入学生全員にたいして研究指導オリエンテーションを実施

する。

②さらに、学生は予め設定された時間・場所で研究指導担当者と個別に研究について相談

することができる。

③授業開始後の指定された日に、学生は研究指導教員選択願を教育支援課に提出する。

④研究科教授会は、学生が選択した指導教員の負担等を含めて研修指導体制を検討の上、

速やかに指導教員を決定し学生に通知する。

（5）研究科は、学生に研究の進捗状況・経過等の報告を求める。

研究科は年 2 回の中間報告会を開くものとする。

①春学期に開くものを第 1 次中間報告会とする。

②秋学期に開くものを第 2 次中間報告会とする。

（6）学則 16 条第 1 項及び学位規則第 4 条による修士論文は、2 年次の 1 月中旬の指定された

日までに教育支援課に 3 部提出するものとする。 

（7）修士論文に関する審査及び最終試験は、当該論文の審査委員 3 名による口述試験とし、

2 年次の 1 月下旬から 2 月上旬の指定された日に行うものとする。

（8）口述試験により合格とされた学生は、指定された日に教授会構成員らが出席する公開報

告会にて報告を行うものとし、これを修了判定の要件とする。

（9）9 月修了見込み学生の報告会から修了判定に至る日程は、3 月修了の場合に準じて、都度、 

研究科教授会にて決定する。

（10）その他の研究指導に関する事項は、研究指導担当教員の発議により研究科教授会が審議

の上決定する。
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B．授業科目の履修方法について 

学則第 12 条に定める授業科目 30 単位以上の履修については、次に示す方針及び手続きによ

るものとする。

（1）授業科目の履修方法については、学生は主となる指導教員の指導のもとに授業科目を選

択し所定の単位を修得するものとする。

①学生は「文教大学ポータルサイト（B!Navi）」にて履修登録を行い、必要に応じて履修

登録関係書類を教育支援課に提出する。

②国際学部の授業科目の聴講については、国際学研究科教授会及び国際学部教授会の承認

を必要とする。

（2）学則第 14 条については、本大学院が他の大学院と単位互換協定を結んだときに適用され

る。同条第 2 項の他の大学院における修得単位の認定及び外国の大学院での修得単位の認定

（いずれも 8 単位以内）については、学生の申し出により、その都度研究科教授会が審議の

上決定する。
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年次

1年

6月 6条-(1) 中間報告会（第1次）

10月 6条-(2) 中間報告会（第2次）

2年 2年

6月 6条-(1) 中間報告会（第1次）

10月 6条-(2) 中間報告会（第2次）

12月 修士論文仮提出

1月 修士論文提出

2月 口述試験

合格 不合格

教授会決定

修士論文発表会

修了

教授会決定

3月 修了 3月 学位授与

7月 修士論文提出

8月 口述試験

合格

教授会決定

修士論文発表会

9月 修了

教授会決定

学位授与

在　　学　　生

学位授与までの手続き

国際学研究科　学位（修士）授与までの手続

(「国際学研究科修士課程研究指導に関する
施行細則」による要件)
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必修 選択

国際学総論 2 1
海津(☆）、阿野、久保庭、小島、佐々木、清
水、菅原、杉浦、孫,、種村、黛、八木、山田、
渡邉（暁）、渡邊（三）

国際学特別演習Ⅰ 1 1

国際学特別演習Ⅱ 1 1

国際学特別演習Ⅲ 1 2

国際学特別演習Ⅳ 1 2

国際関係論特論 2 1 佐々木　優

市民社会・ガバナンス特論 2 1 中井　治郎

多文化交流特論 2 1 孫　美幸

国際協力特論 2 1 杉浦　功一

地域計画特論 2 1 中井　治郎(☆)、海津　ゆりえ、山田　修嗣

国際ツーリズム特論 2 1 清水　麻帆

開発と貧困特論 2 1 佐々木　優

開発人類学特論 2 1 渡邉　暁子

平和とグローバルガバナンス特論 2 1 杉浦　功一

情報デザイン特論 2 1 黛　陽子

国際経済・国際金融特論 2 1 菅原　周一

国際法特論 2 1 久保庭　慧

地域研究特論 2 1 渡邊　三津子

ジェンダー特論 2 1 上谷　香陽

地域文化マネジメント特論 2 1 利根川　由奈

ソーシャルビジネス特論 2 1 八木　良太

環境政策演習 2 1 山田　修嗣

サステナブルツーリズム特論 2 1 海津　ゆりえ

国際交通特論 2 1 小島　克巳

観光行動特論 2 1 清水　麻帆

ホスピタリティ人材マネジメント特論 2 1 種村　聡子

ツーリズム心理学特論 2 1 福島　規子

グローバル化と言語教育特論 2 1 阿野　幸一

フィールド調査法演習 2 1 渡邉　暁子

日本語アカデミック・ライティング演習 2 1 木戸　恵子

社会調査演習 2 1 山田　修嗣

英語表現演習 2 1 阿野　幸一

※ 国際学専攻修士課程においては、以下（1）～（3）を含み合計30単位修得しなければならない。
(1)基幹科目18単位から必修6単位

※ 上記科目一覧以外にも、下記の制度を利用し履修した科目は8単位を限度とし応用科目の単位に含めることが

・文教大学大学院他研究科修士課程開設科目の履修
　他研究科開設科目はWebシラバスを参照のこと。履修前に科目担当教員の許可を得ること。

※ 時間割は教育支援課ホームページに掲載します。　

できる。（国際学研究科履修規程第4条2項）

研究指導教員
（阿野、海津、久保庭、小島、清水、菅原、杉
浦、孫、種村、黛、山田、渡邉（暁）、渡邊
（三））

基
幹
科
目

6

4

応
用
科
目

20

(2)基幹科目18単位から選択4単位
(3)応用科目42単位から20単位以上、これには上記（2）において4単位を超えて修得した科目の単位を
　　含むことができる。

国際学研究科　開設授業科目　単位及び担当者

科目名
履修方法・単位 修了に

要する
単位数

担当者
（☆はオムニバス科目の代表教員）

開設
年次

国際学専攻修士課程
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図 書 館 
文教大学付属図書館ホームページ（https://www.bunkyo.ac.jp/library/） 

 
東京あだち図書館は、みなさんの学修・研究を支援します。越谷図書館や湘南図書館も、同じ

ように利用できます。 
 
●開館日程 
開館時間 平日／9 時 00 分～20 時 00 分（授業や定期試験期間以外は短縮します） 
     土曜／9 時 00 分～17 時 00 分 
休館日  日曜日、国民の祝日、創立記念日、休業期間の一定期間、その他図書館が定める日 
※変更は都度掲示します。ホームページ「図書館カレンダー」を参照してください。 

 
●貸出 

資料 点数 期間 貸出不可 

図書 

合計 30 点 

2 週間 
【延長】制限なし 

・雑誌最新号 
・図書館指定の資料 

図書以外 

1 週間 
【延長】1 回まで 

 雑誌（バックナンバー） 

 音響資料 

 参考図書 

 
●MyOPAC（マイオパック） 

OPAC（本学のオンライン所蔵目録）に付属するサービス機能で、ログインして利用します。 
・資料の予約（貸出中資料、越谷図書館 / 湘南図書館の所蔵資料） 
・希望図書リクエスト（図書館未所蔵の資料） 
・文献取り寄せの申込（所蔵していない資料の複写や現物の借用：実費負担） 

 
●館内での複写 
図書館資料の複写用に、コピー機を設置しています（白黒 10 円、カラー40 円）。 
館内のコピー機は、著作権法第 31 条に基づき、以下の点に注意してご利用ください。 
・図書館資料の複写であること。 
・調査研究のための複写であること。 
・複写できるのは著作物の一部分であること。 
（半分以下。最新号でない雑誌に掲載の論文、記事の場合は全部も可。） 

・1 人につき 1 部であること。 
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文教大学大学院学則 

第１章 総則 

第１条 この学則は、文教大学学則第４条第４項により、文教大学（以下「本大学」とい

う。）が設置する大学院について必要事項を定める。 

第２条 文教大学大学院（以下「本大学院」という。）は、本大学の学部における一般的

及び専門的教養の基礎の上に、専門の学科を教授研究し、深広な学識と研究能力を養い、

もって文化の進展に寄与することを目的とする。 

第３条 本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うために、

各研究科に自己評価委員会を置く。 

第４条 本大学院に次の研究科を置く。 

  人間科学研究科 

  言語文化研究科 

情報学研究科 

国際学研究科 

教育学研究科 

２ 各研究科、専攻の人材養成その他の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

研究科 人材養成その他の教育研究上の目的 

人間科学研究科 

人間科学を構成する諸学問の知見を踏まえ、人間の心理と社

会に関する総合的な理解及び学術性や実践性を備えた研究等

を通じて、心の健康や人間性などに関して幅広い見識と高度

の専門的能力を身につけた人材を養成すること。

臨床心理学専攻 

修士課程においては、心理学及び臨床心理学の学識を身につけ

るとともに、臨床体験によって習得した臨床技能及び臨床を踏

まえた研究を通じて、高い専門性と豊かな人間性を備えた心理

臨床家を養成すること。博士後期課程においては、一層高度の

研究・学識・技能を通じて、臨床心理学領域における自立した

研究者及び心理臨床家の指導ができる高度専門職業人を養成す

ること。 

人間科学専攻 

心理学・社会学・教育学・社会福祉学などの学際的・総合的知

見を基礎とし、研究・実践を通じて、人間と社会に関する幅広

い見識と、諸課題解決に対する高い専門性を持つ社会に貢献で

きる人材を養成すること。 

言語文化研究科 

言語及び言語文化に関する基礎理論の修得を基盤に、各地域の

言語・文学（上演芸術を含む）・文化に対する専門的な理解を

通して、広く異文化間に架橋できる高度な専門的職業人を養成

し、また第二言語に対する先端的な言語能力の修得と研究によ

り、国際的な言語教育の分野において指導的な役割を果たす人

材を養成すること。 

修士課程においては、地域言語文化や第二言語の研究を通じ

て、高い専門性と豊かな人間性を備えた専門的職業人を養成す

ること。博士後期課程においては、地域言語文化や第二言語の

一層高度な研究・学識・技能を通じて、さらに高い専門性と豊

かな人間性を備えるとともに、自立した研究や教育ができる高

度な専門的職業人を養成すること。 

情 報 学 研 究 科 情報システム及び情報コンテンツの分野について、システムに
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関する知識を有し、システムの能力を十分に利活用できる能

力、及び利活用に関するニーズを情報システムの構築に反映で

きる能力を併せ持つ人材を養成すること。 

国際学研究科 

社会、政治、経済、文化、コミュニケーションなどの知識を基礎

に、国際協力、市民社会、観光などの領域での専門的知識や実務

的技術を通じて、”Think globally, act locally”を実践でき

る高度専門職業人を養成すること。 

教 育 学 研 究 科 

教育学、心理学、各教科指導法などの領域における高度に理論

的な教育・研究とともに、各領域間の連携を深めつつ、学校教

育を包含したより広い教育のあり方について考究することがで

きる人材を養成すること。 

 

第５条 各研究科に次の専攻及び課程を置く。 

研究科 専   攻 課   程 

人間科学研究科 
臨床心理学専攻 

修 士 課 程 

        人 間 科 学 専 攻 修 士 課 程 

言語文化研究科 言 語 文 化 専 攻        
修 士 課 程 

        情 報 学 研 究 科 情 報 学 専 攻 修 士 課 程 

国際学研究科 国際学専攻 修 士 課 程 

教 育 学 研 究 科 学 校 教 育 専 攻 修 士 課 程 

第６条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力

又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

２ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその

他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊か

な学識を養うことを目的とする。 

第７条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

２ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。ただし、これを前期２年及び後期３年の課

程に区分し、前期２年の課程を修士課程として取り扱うものとする。 

３ この学則において、博士課程の前期２年の課程は「修士課程」といい、後期３年の

課程は「博士後期課程」という。 

第８条 本大学院における各研究科の学生定員は、次のとおりとする。 

研究科 専   攻 課   程 入学定員 収容定員 

人間科学研究科 
臨床心理学専攻 

修 士 課 程  ２０名 ４０名 

博 士 後 期 課 程        ２名 ６名 

人 間 科 学 専 攻 修 士 課 程  １０名 ２０名 

言語文化研究科 言 語 文 化 専 攻        
修 士 課 程  １０名 ２０名 

博 士 後 期 課 程        ２名 ６名 
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情 報 学 研 究 科 情 報 学 専 攻 修 士 課 程 ６名 １２名 

国 際 学 研 究 科 国 際 学 専 攻 修 士 課 程 ５名 １０名 

教 育 学 研 究 科 学 校 教 育 専 攻 修 士 課 程 １０名 ２０名 

 

第９条 修士課程の在学期間は、４年を超えることはできない。 

２ 博士後期課程の在学期間は、６年を超えることはできない。 

    

第２章 教育課程 

第１０条 本大学院の教育及び研究は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する

指導（以下「研究指導」という。）によって行うものとする。 

２ 本大学院は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに研

究指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

３ 授業及び教育課程については、本学学則第９条及び第９条の２を準用する。 

第１１条 各研究科の授業科目及び単位数は、別表〔Ⅰ〕から〔Ⅴ〕のとおりとする。 

第１２条 修士課程の学生は、その在学期間中に所要の授業科目を履修し、別表〔Ⅵ〕

に定める単位を修得しなければならない。 

２ 博士後期課程の学生は、その在学期間中に所要の授業科目を履修し、別表〔Ⅵ〕に

定める単位を修得しなければならない。 

３ 履修方法については、各研究科教授会の定めるところによる。 

第１２条の２ 本大学院に設置する研究科の各課程においては、教育上特別の必要があ

ると認められる場合には、第４３条の規定にかかわらず夜間その他特定の時間又は時

期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

２ 前項の実施にあたって必要な事項は、各研究科教授会の定めるところによる。 

第１２条の３ 本大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１

年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 本大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、

客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとと

もに、当該基準に従って適正に行うものとする。 

第１３条 各授業科目の単位の基準及び成績の評価については、本大学学則第１６条、

第１８条及び第２０条の規定を準用する。 

２ 各研究科修士課程の学生は、研究科教授会が必要と認めるときは、同一研究科修士

課程の他の専攻又は他研究科修士課程の授業科目を履修することができる。これによ

り履修した授業科目の修得単位は、１０単位を超えない範囲で、研究科教授会の議に

より前条第１項に規定する単位数に充当することができる。 

第１４条 学生は、本大学院と協定を行った他の大学院において、その授業科目を履修

することができる。 

２ 本大学院は、教育上有益と認めるときは、前項の規定により履修した授業科目につ

いて修得した単位を、１５単位を超えない範囲で研究科教授会の議により本大学院に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
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３ 前項の規定は、学生が研究科教授会の承認を得て外国の大学院に留学する場合に準

用する。 

４ 本条の単位認定に必要な事項は、別に定める。 

第１４条の２ 本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前

に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得

した単位を含む。）を、研究科教授会の議により本大学院に入学した後の本大学院に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、本大学院において

修得した単位以外のものについては１５単位を上限とし、また、前条の規定により本

大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて２０単位を超えないものとす

る。 

３ 本条の単位認定に必要な事項は、別に定める。 

   第３章 学位 

第１５条 本大学院において授与する学位は、次のとおりとする。 

研究科 専   攻 課   程 学  位 

人間科学研究科 
臨床心理学専攻 

修 士 課 程  修士（心理学） 

博士後期課程  博士（心理学） 

人 間 科 学 専 攻 修 士 課 程  修士（人間科学） 

言語文化研究科 
言 語 文 化 専 攻        

修 士 課 程  修士（文学） 

博士後期課程  博士（文学） 

情 報 学 研 究 科 情 報 学 専 攻 修 士 課 程  修士（情報学） 

国際学研究科 国 際 学 専 攻 修 士 課 程  修士（国際学） 

教 育 学 研 究 科 学 校 教 育 専 攻 修 士 課 程 修士（学校教育） 

第１６条 修士の学位は、本大学院の修士課程に２年以上在学し、第１２条第１項に規

定する単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試

験に合格した者に対してこれを授与する。 

２ 博士の学位は、本大学院の博士後期課程に３年以上在学し、第１２条第２項に規定

する単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験

に合格した者に対してこれを授与する。 

３ 前項の規定にかかわらず、博士の学位は、本大学院の博士後期課程に所定期間在籍

し所要の授業科目を履修した者と同等以上の学力を有すると認められた者が、本大学

院に博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格した場合にもこれを授与するこ

とができる。 

４ 学位論文の審査、最終試験その他の学位に関して必要な事項は、文教大学大学院学位

規則の定めるところによる。 

５ 前第１項、第２項及び第３項の学位の授与は、研究科教授会の議を経て、学長が決

定する。 
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第４章 教育職員免許状 

第１７条 言語文化研究科言語文化専攻又は教育学研究科学校教育専攻の修士課程を修

了し修士の学位を授与された者で、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及

び同法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める単位を修得したものは、教

育職員免許状を取得することができる。 

２ 前項に規定する教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。 

研 究 科 専  攻 免許状の種類 

言語文化研究科 言 語 文 化 専 攻        

中学校教諭専修免許状「国語」 

高等学校教諭専修免許状「国語」 

中学校教諭専修免許状「英語」 

高等学校教諭専修免許状「英語」 

教育学研究科 学校教育専攻 

小学校教諭専修免許状 

中学校教諭専修免許状「国語」 

高等学校教諭専修免許状「国語」 

中学校教諭専修免許状「社会」 

高等学校教諭専修免許状「地理歴史」 

中学校教諭専修免許状「数学」 

高等学校教諭専修免許状「数学」 

中学校教諭専修免許状「理科」 

高等学校教諭専修免許状「理科」 

中学校教諭専修免許状「音楽」 

高等学校教諭専修免許状「音楽」 

中学校教諭専修免許状「美術」 

高等学校教諭専修免許状「美術」 

中学校教諭専修免許状「保健体育」 

高等学校教諭専修免許状「保健体育」 

中学校教諭専修免許状「家庭」 

高等学校教諭専修免許状「家庭」 

中学校教諭専修免許状「英語」 

高等学校教諭専修免許状「英語」 

       

第５章 入学、退学等 

第１８条 入学の時期は、学年の始めとする。 

第１９条 本大学院修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(１) 大学を卒業した者  

(２) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

(３) 文部科学大臣の指定した者  

(４) 大学を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者で２２歳に達した

    者 

２ 本大学院博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

(１) 修士の学位を有する者 

(２) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 

(３) 文部科学大臣の指定した者 

(４) 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 
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第２０条 前条第１項及び第２項各号のいずれかの資格を満たし、本大学院に入学を志

願する者は、所定の書類に入学検定料を添えて、定められた期日までに提出しなけれ

ばならない。 

第２１条 入学の許可は、選考の結果に基づき、研究科教授会の議を経て、学長が決定

する。 

２ 外国の志願者に対する選考に関する規程は、別に定める。 

第２２条 入学を許可された者は、別に定める細則により、所定の手続きを経て入学許

可書を受けなければならない。 

第２３条 退学しようとする者は、その理由を明らかにし、保証人連署の退学願を提出

し、学長の許可を得なければならない。 

第２４条 疾病その他の理由により引き続き３か月以上出席することができない者は、

その理由を明らかにし、保証人連署の休学願を提出し、学長の許可を得なければなら

ない。 

２ 休学の期間は、その学期内とする。ただし、願い出により修士課程は通算２年間（４

学期）を博士後期課程は通算３年間（６学期）を限度として休学することができる。 

３ 学長は、前項ただし書きの規定にかかわらず、国際学研究科修士課程においては、

特別の理由があり、その理由に妥当性があると研究科教授会が認めた場合には、更に

１年以内の休学を許可することができる。 

４ 休学期間は、在学年数に通算しない。 

第２５条 休学期間中にその理由が止み復学しようとするときは、休学期間満了１０日

前までに保証人連署の復学願を提出し、学長の許可を得なければならない。 

第２６条 他の大学院から転入学を志望する者の入学許可は、選考の結果に基づき、研

究科教授会の議を経て、学長が決定する。 

第２７条 他の大学院へ転学しようとする者は、その理由を明らかにし、保証人連署の

転学願を提出し、学長の許可を得なければならない。 

第２８条 外国の大学院に留学を希望する者は、研究科教授会の議を経て、学長の許可

を得なければならない。 

２ 前項の留学期間は、第７条所定の修業年限に含まれるものとし、また、第９条所定の

在学期間は、留学に必要な期間これを超えることができる。 

第２９条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍することができる。 

(１) 休学期間満了時に復学、休学、退学のいずれにも願い出ない者

(２) 授業料等学納金の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(３) 許可なく履修届を提出しない者

(４) 本大学院での学修が不可能となった者

(５) 入学を辞退した者

第３０条 本大学院を自ら退学した者又は除籍若しくは退学の処分を受けた者の再入学

の許可は、選考の結果に基づき、研究科教授会の議を経て、学長が決定する。 

第６章 学納金 

第３１条 本大学院の学納金は、次のとおりとする。ただし、実験、実習等についての
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費用は、別に徴収することがある。 

 
人間科学 

研究科 

言語文化 

研究科 

情報学 

研究科 

国際学 

研究科 

教育学 

研究科 

入 学 金  280,000 円 280,000 円 280,000 円 280,000 円 280,000 円 

授 業 料  651,000 円 651,000 円 651,000 円 651,000 円 651,000 円 

教育充実費 100,000 円 100,000 円 100,000 円 100,000 円 100,000 円 

計 1,031,000 円 1,031,000 円 1,031,000 円 1,031,000 円 1,031,000 円 

２ 前項に規定する入学金は、本大学院の修士課程から博士後期課程に進学する者につい

ては、これを徴収しないものとする。 

３ 本大学院の博士後期課程に在籍している者のうち、当該課程の修了に必要な所定の単

位を修得している者が、標準修業年限を超えて在学する場合の授業料は、第３１条第

１項の規定にかかわらず、３００，０００円（半期１５０，０００円）とする。 

第３２条 授業料及び教育充実費は、授業出席の有無にかかわらず、指定の期日までに

納付しなければならない。 

第３３条 既納の学納金は、原則として返付しない。ただし、休学期間中の授業料は、

これを免除する。 

 

    第７章 教職員組織 

第３４条 本大学院における授業及び研究指導は、本大学の専任の教授又は准教授がこ

れを担当する。ただし、必要に応じて専任又は兼任の講師及び助教に授業を担当させ

ることができる。 

第３５条 本大学院に必要な事務職員を置く。 

第３６条 本大学院に教学及び大学院運営上の重要事項を審議するため大学院委員会を

置き、各研究科に教学上の重要事項を審議するため研究科教授会を置く。 

２ 研究科教授会運営規程は、別に定める。 

第３７条 研究科教授会は、研究科の授業又は研究指導を担当する本大学の専任教員

（教授、准教授、講師及び助教）をもって組織する。 

２ 研究科長は、研究科教授会の議に基づき所属教授のうちから選任し、学長が任命す

る。 

３ 研究科長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第３８条 研究科長は、教授会を招集し、その議長となる。 

２ 研究科長に事故あるときは、あらかじめ指名された者がその職務を代行する。 

３ 学長は、研究科教授会に出席して意見を述べることができる。 

第３９条 研究科教授会は、次の事項を審議する。 

(１) 学生の入学及び課程の修了に関する事項 

(２) 学位の授与に関する事項 

(３) 学生の留学、休学、転学、退学、除籍その他学生の身分に関する事項 

(４) 教育課程及び試験に関する事項 

(５) 研究及び指導に関する事項 
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(６) 学生の賞罰に関する事項 

(７) 教員の教育研究業績・資格の審査に関する事項 

(８) 学内規程等により、研究科教授会の審議とされている教学上の事項 

(９) その他研究科の教育及び研究上必要な事項、及び学長が諮問した教学上の事項 

２ 研究科教授会は、審議した事項について学長に報告しなければならない。 

第４０条 大学院委員会は、次の者をもって構成し、当該役職者は、その在任中委員と

なるものとする。 

(１) 学長 

(２) 副学長 

(３) 人間科学研究科長、言語文化研究科長、情報学研究科長、国際学研究科長及び

教育学研究科長 

(４) 教育学部長、人間科学部長、情報学部長、文学部長及び国際学部長 

(５) 臨床心理学専攻長、人間科学専攻長、言語文化専攻長、情報学専攻長、国際学

専攻長及び学校教育専攻長 

(６) 大学事務局長 

(７) 大学事務局長より指名された大学事務局次長３名以内  
 

 

第４１条 学長は、大学院委員会を招集し、その議長となる。 

２ 学長に事故あるときは、あらかじめ指名された者がその職務を代行する。 

第４２条 大学院委員会は、次の事項を審議する。 

(１) 大学院学則及び大学院全体に係る規程の制定及び改廃に関する事項 

(２) その他大学院に関する教学上の重要事項 

２ 大学院委員会の運営に関する規程は、別に定める。 

第４２条の２ 本大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的

な研修及び研究を実施するものとする。 

 

   第８章 学年、学期及び休業日 

第４３条 本大学院の学年、学期及び休業日については、本大学学則第４９条から第５１

条までの規定を準用する。 

 

   第９章 賞罰 

第４４条 賞罰については、本大学学則第５２条から第５５条までの規定を準用する。 

 

    第１０章 研究生、委託生、聴講生及び科目等履修生 

第４５条 本大学院修士課程を修了した者若しくは博士課程における標準修業年限を終

了し退学した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者で、研究指導を

受けることを希望する者は、研究科教授会による選考の上、研究生としての入学許可

を学長から得なければならない。 

第４６条 公共機関等から、その所属職員の研修について委託の願い出があるときは、
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教育及び研究に妨げのない限り、研究科教授会による選考の上、学長が委託生として

の受け入れを許可する。 

第４７条 本大学院の特定授業科目について聴講を希望する者は、研究科教授会による

選考の上、聴講生としての入学許可を学長から得なければならない。 

第４８条 本大学院の特定授業科目について科目等履修を希望する者は、研究科教授会

による選考の上、科目等履修生としての入学許可を学長から得なければならない。 

 

   第１１章 研究指導施設等 

第４９条 本大学院に学生研究室及び演習室を置く。 

２ 本大学の施設は、必要に応じて大学院生の研究及び指導のために使用することができ

る。 

第５０条 本大学院の研究科に次の付属研究所を置く。 

研究科 研究所 

人間科学研究科 付属臨床相談研究所 

言語文化研究科 付属言語文化研究所 

２ 前項の研究所に関する規程は、別に定める。 

 

   第１２章 厚生施設 

第５１条 本大学の厚生施設は、大学院学生にもこれを使用させる。 

  

附 則 

この学則は、令和８年４月１日から施行し、施行に必要な細則は、別に学長が定め

る。  
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文教大学大学院学位規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、文教大学大学院（以下、「本大学院」という。）学則第１６条第

４項の規定に基づき、学位について必要な事項を定めるものとする。 

（博士の学位） 

第２条 本大学院学則第１６条第２項の規定により博士の学位を授与された場合は、

課程博士とする。 

２ 本大学院学則第１６条第３項の規定により博士の学位を授与された場合は論文博

士とし、学位の申請に必要な事項は別に定める。 

（論文の提出） 

第３条 修士論文及び博士論文（以下「学位論文」という。）は、学位授与申請書及

び論文要旨を添えて当該研究科教授会（以下「研究科教授会」という。）に提出す

るものとする。 

２ 前項による学位論文は１編とし、修士論文は３部を、博士論文は５部を提出する

ものとする。 

３ 第１項に規定するほか、博士論文の提出時には、別表１のとおり論文審査料を納

めなければならない。ただし、在学中に提出した場合は、これを免除する。 

（審査委員会） 

第４条 研究科教授会は、前条により学位論文を受理した場合には、速やかに学位論

文の該当する専門の教員からなる審査委員会を設けるものとする。 

２ 審査委員会は、修士課程においては３名、博士後期課程においては５名の審査委

員で構成し、それぞれ１名が主査となり、他は副査となる。 

３ 審査委員会は、原則として当該研究科教員により構成するものとするが、研究科

教授会が必要と認めた場合、前項に定める審査委員会構成員の半数を超えない範囲

で当該研究科教員以外の研究者を副査とすることができる。 

(１) 修士課程においては、本学の他の研究科に所属する教員

(２) 博士後期課程においては、本学の他の研究科に所属する教員及び本学以外の

大学教員または他の研究機関の研究者 

（審査） 

第５条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験（以下「学位審査」という。）

を行う。 

２ 学位審査の基準は、本大学院学則第６条に規定する各課程の目的が満たされるも

のとし、具体的な基準は別表２のとおりとする。 

３ 最終試験は、提出された学位論文を中心として口述又は筆記により行う。 

４ 学位審査は、在学期間中にこれを終了させる。ただし、博士後期課程については、

この限りではない。 

５ 博士後期課程の学位審査は、論文を受理した後１年以内に行い、かつ、その結果を
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本人あてに通知しなければならない。 

（審査結果の決定と報告） 

第６条 審査委員会は、学位審査の結果を研究科教授会に報告する。 

２ 研究科教授会は、前項の報告に基づき、学位審査の合否を審議し、決定する。 

３ 研究科教授会が前項の議決をしたときには、研究科長は、学長に対してその結果

を報告する。 

（学位の授与と要旨等の公表） 

第７条 学位の授与は、学位審査に合格し当該課程を修了した者に対して、学長が行

う。 

２ 本学は、前項の学位を授与された者に対し、学位記を交付する。 

３ 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３か月以内に、

当該論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。 

（学位の名称使用） 

第８条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときには、文教大学の文字を付

記するものとする。 

（学位の授与の取り消し） 

第９条 学位を授与された者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、研究科教

授会及び大学院委員会の議を経て、学長は学位の授与を取り消し、学位記を返還さ

せ、かつ、その旨を公表するものとする。 

(１) 不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき

(２) 名誉を汚す行為があったとき

（学位論文の保存） 

第１０条 この規則の定めるところにより審査をし、学位を授与した学位論文の原本

は、文教大学付属図書館に保存するものとする。 

（博士論文の公表） 

第１１条 本学において博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された

日から１年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を「文教大学審査学位

論文」と明記の上、公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与され

る前に既に公表した場合はその限りではない。 

２ 博士の学位を授与された者が行う前項の規定による公表は、インターネットの利

用により行うものとする。 

（代替措置の取扱い） 

第１２条 前条の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、次に挙げるやむ

を得ない理由がある場合には、当該研究科の承認を受けて、当該博士の学位の授与

に係る論文の全文に代えてその内容の要約したものを公表することができる。その

場合、論文の全文は求めに応じて閲覧に供するものとし、やむを得ない理由が無く

なった場合には、論文の全文を、研究科等の協力を得てインターネットの利用によ

り公表するものとする。 

（１）博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの
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利用により公表することができない内容を含む場合 

（２）博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与

された日から１年を超えてインターネットの利用により公表することができな

い内容を含む場合 

（３）出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との

関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位

を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から１

年を超えて生じる場合 

 （学位記の再交付） 

第１３条 学位記は、やむを得ない特別の理由があると認められる場合のほかは再交

付しない。 

２ 再交付を受けようとする者は、所定の手続を経て学長に願い出るものとする。 

（改廃） 

第１４条 この規則の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が決定する。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表１ 博士論文審査料（第３条関係） 

種別 区 分 論文審査料 

課程博士 本大学院博士後期課程学生（在学中に論文を提出した場合） 免除 

論文博士 

本大学院の博士後期課程に３年以上在籍し、所要の授業

科目を１６単位以上修得し、かつ、博士論文の作成等に

対する指導を受けた後退学した者 

100,000 円 

上記以外の者 200,000 円 
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別表２ 学位審査基準（第５条関係） 

区分 番号 項目 基準 

修
士
課
程
審
査
基
準

１ テーマの設定 論文テーマが妥当かつ明確に設定されていること 

２ 先行研究 
先行研究について必要な整理がなされ、批判的な検討
が加えられていること 

３ 研究方法 
テーマに対して整合性のある研究方法が採用され、資
料やデータの収集・分析・解釈および結果の考察が適
切かつ説得的であること

４ 独創性 学術的な独創性を有していること 

５ 論理性 
論文の構成が体系づけられ、論旨の展開が論理的かつ
一貫性があり、結論や主張が明確に導き出されている
こと 

６ 倫理性 論文において倫理的配慮がなされていること 

7 表記・体裁 
論述・表現が的確かつ明晰で、文献の引用・図・表・
文献リストなどの表記が適切であり、学術論文として
の体裁が整えられていること 

８ 
研究科ごとに付
加する独自基準 

各研究科の個別性を踏まえた審査基準に適合してい
ること 

博
士
課
程
審
査
基
準

１ テーマの設定
論文テーマに学術的な新規性があり、妥当かつ明確に
設定されていること 

２ 先行研究 
先行研究について必要かつ十分な整理がなされ、批判
的な検討が加えられていること 

３ 研究方法 

テーマに対して整合性のある研究方法が採用され、資

料やデータの収集・分析・解釈が学術的に厳密かつ適

切であり、結果の考察が妥当かつ説得的であること 

４ 独創性 
学術的な独創性を有し新たな知見が含まれており、学

界への貢献が果たされていること 

５ 論理性 

論文の構成が体系づけられ、論旨の展開が論理的かつ

一貫性があり、結論や主張が明確に導き出されている

こと 

６ 倫理性 論文において倫理的配慮がなされていること 

７ 表記・体裁 

論述・表現が的確かつ明晰で、文献の引用・図・表・

文献リストなどの表記が適切であり、学術論文として

の体裁が整えられていること 

８ 
研究科ごとに付

加する独自基準 

各研究科の個別性を踏まえた審査基準に適合してい

ること 
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様式 

様式第１号 

学位記（第１条関係） 

様式第２号 

学位記（第１条関係） 

様式第3号 

学位記（第１条関係） 

第  号 

学 位 記 

氏  名 

 年 月 日生 

本学大学院に論文を提出して学位を請求し○○ 

○○研究科教授会において論文の審査及び試験に

合格したので博士（○○○）の学位を授与する 

  年 月 日 

文教大学大学院○○○○研究科長 

 ○○ ○○ 印 

文 教 大 学 長 

○○ ○○ 印 

第  号 

学 位 記 

氏  名 

 年 月 日生 

 本学大学院○○○○研究科○○○○○専攻博士後期 

課程において所定の単位を修得し学位論文の審査及び 

最終試験に合格したので博士（○○○○）の学位を授 

与する 

  年 月 日 

文教大学大学院○○○○研究科長 

 ○○ ○○ 印 

文 教 大 学 長 

○○ ○○ 印 

第  号 

学 位 記 

氏  名 

 年 月 日生 

 本学大学院○○研究科○○専攻修士課程において 

所定の単位を修得し学位論文の審査及び最終試験に 

合格したので修士（○○）の学位を授与する 

  年 月 日 

文教大学大学院○○研究科長 

○○ ○○ 印 

文 教 大 学 長 

○○ ○○ 印 
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文教大学大学院履修規程 

（目的）

第１条 この規程は、文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第１２条に基づき、学生の科

目履修及び再履修について定めることを目的とする。

（年次別・学期別履修）

第２条 授業科目が年次別又は学期別に配当されている場合は、当該年次又は当該学期にならな

ければその科目を履修することができない。

（履修登録）

第３条 学生は、毎学年又は毎学期の始めに、履修する科目を登録しなければならない。

２ 同一名称の科目を重複して履修登録することはできない。

３ 一度修得した科目は、再び履修登録することはできない。

（必修科目）

第４条 履修科目のうち必修科目については、その履修年度又は履修学期に単位を修得できなか

ったときは、修了年度又は学期までにその科目を履修し、単位を修得しなければならない。

（選択科目）

第５条 履修科目のうち選択科目については、修了年度までにその単位を修得できなかったとき

は、他の科目を履修することによって修了に必要な単位を充足することができる。

（再履修）

第６条 履修科目の成績評価が合格点に達しなかった者は、再履修しない限り、その履修科目の

単位を修得することができない。

２ 修了年度の履修科目については、再試験を行うことがある。

（留年）

第７条 学位論文の審査及び最終試験に合格せず、最終学年終了時までに、学則第１２条の修了

の要件の単位を満たさなかった者は、研究科教授会の決定によって、留年となる。

（その他）

第８条 前各条に定めるもののほか、履修又は再履修については、研究科教授会で規則を定める

ことができる。

（改廃）

第９条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が決定する。

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
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国際学研究科履修規程

（趣旨）  

第１条 この規程は、文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第１２条第３項及び

文教大学大学院履修規程第８条の規定に基づき、大学院国際学研究科における授業科目の

履修に関し、必要な事項を定める。  

（授業科目）  

第２条 授業科目は、学則に基づいて開講するものとし、単位及び履修年次は、別に定め

る専攻のカリキュラム表による。  

（履修科目）  

第３条 授業科目は、当該年次及び下級年次に配当されているものに限り履修することが

できる。ただし、専攻の特別な指定がある場合は、この限りではない。  

２「 国際学特別演習Ⅱ」を履修するには、「国際学特別演習Ⅰ」を修得していなければ

ならない。 

３「 国際学特別演習Ⅲ」を履修するには、「国際学特別演習Ⅱ」を修得していなければ

ならない。 

４「 国際学特別演習Ⅳ」を履修するには、「国際学特別演習Ⅲ」を修得していなければ

ならない。 

（科目の履修）  

第４条 国際学専攻修士課程においては、研究指導教員の指導の下で、合計３０単位以上修

得しなければならない。ただし以下（１）～（３）を含むこととする。 

（１）基幹科目１８単位から必修６単位

（２）基幹科目１８単位から選択４単位

（３）応用科目４２単位から２０単位以上、これには上記（２）において４単位を超えて修

得した科目の単位を含むことができる。

２ 学生は、他研究科修士課程及び本研究科と協定を行った他の大学院の開講科目から科目

担当教員の許可を得て選択履修することができるものとし、これによって修得した単位は、

８単位を限度に応用科目の単位に含めることができる。  

（聴講）  

第５条 学生は、研究指導教員から研究指導上必要と認められた場合には、国際学部の授

業科目を授業担当者の許可を得て聴講することができるものとする。ただし、これによる

単位の発生は行わないものとする。  

（改廃）  

第６条 この規程の改廃は、国際学研究科教授会の議を経て国際学研究科長が決定する。  

附則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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国際学研究科 修士課程研究指導に関する施行細則  

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第１０条の規定に基

づき、修士課程における学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）

に関し、必要な事項を定める。 
（研究指導教員） 

第２条 研究指導は、国際学研究科教授会（以下「研究科」という。）が研究指導担当教

員（以下「指導教員」という。）として指名した教員によって行われる。 
２ 指導教員に関して必要な事項は、別に定める。 
第３条 指導教員は、学生１名につき主指導教員及び副指導教員を各１名定めるものとす

る。 
２ 主指導教員は、研究指導とともに授業科目の履修指導等を行う。 
３ 副指導教員は、学生の研究に対して指導及び助言を行う。 

（指導教員の選択） 
第４条 学生は、原則として自らの研究計画に基づき、第２条の指導教員の中から主指導

教員を選択することができる。主指導教員の選択については、次のとおりとする。 
(１) 研究科は、新入生全員を対象として研究指導オリエンテーションを行う。 
(２) 学生は、研究について指導教員と個別に相談することができる。 
(３) 学生は、指定された期日に研究計画書及び指導教員選択願いを研究科(事務局)に提

出する。 
２ 研究科は、研究指導体制を検討の上、速やかに主指導教員を決定する。 
３ 副指導教員については、研究科において研究指導体制を検討の上決定する。 
４ 研究科は、指導教員を決定した後、速やかに学生に発表する。 

（研究指導の方法） 
第５条 研究指導は、主指導教員があらかじめ定めた時間に研究内容、経過等に関する学

生との個別指導によって行われる。 
２ 修士論文を作成する者は、前年度末までに１８単位以上修得していなければならない。 

（研究報告） 
第 6 条 研究科は、学生に研究の進捗状況、経過等の報告を求める。 
２ 報告は、次に掲げる２回の中間報告会をもって行う。 

(１) 第１次中間報告会 
(２) 第２次中間報告会 

（修士論文の提出） 
第７条 学則第１６条第１項による修士論文の提出は、２年次の１月中旬の指定された日

時までに研究科（事務局）に提出するものとし、指定された提出日時を超えた場合には、

いかなる理由があろうとも提出を認めない。 
２ 修士論文の作成様式については、別に定める。 

（その他） 
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第８条 この細則に定めるもののほか、研究指導に関し必要な事項は、指導教員の発議に

より、研究科が決定する。 
（改廃） 

第９条 この施行細則の改廃は、国際学研究科教授会の議を経て国際学研究科長が決定す

る。 
 
   附 則  
 この施行細則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この施行細則は、２０２６年４月１日から施行する。 
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文教大学大学院試験規程 

（目的） 

第１条 この規程は、単位修得認定規程第２条第２項に基づき、学生の履修科目にかか

わる単位認定のための試験について定めることを目的とする。 

（試験の種類） 

第２条 試験の種類は、定期試験、追試験及び再試験とする。ただし、科目によっては

随時試験を行うことがある。 

（合格点） 

第３条 試験の合格は、単位修得認定規程第３条に規程するＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃとする。 

（試験の方法） 

第４条 試験方法は、筆記、レポート、論文、実技、実習等による。 

（受験資格） 

第５条 定期試験の受験資格を得るには、次の各号に掲げる条件を満たしていなければ

ならない。 

(１) 当該科目の授業実時数の３分の２以上の出席

(２) 授業料その他諸費用を完納

２ 前項第２号に反する場合でも、授業料その他諸費用の完納が、やむを得ない理由によ

り遅れると認められるときは、保証人連署の上、願い出て、許可を得れば受験するこ

とができる。ただし、この場合、成績の発表は完納まで延期する。 

（追試験） 

第６条 追試験は、当該科目の授業実時数の３分の２以上出席している者のうち、次の

各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(１) 定期試験当日、病気、就職試験、忌引、災害、火災の事故等の理由によって受

験ができなかった者 

(２) 前条第１項第２号の条件を、定期試験以後追試験までに完了した者

（追試験願） 

第７条 追試験を受けようとする者は、その事由を証明する書類を添えて、追試験願を

教育支援課又は教務課に提出しなければならない。 

（追試験の合格点） 

第８条 追試験の合格はＣ以上とし、上限をＡとする。ただし、就職試験、忌引、災害、

火災の事故等を理由とする追試験受験者については、本条を適用しない。 

（再試験） 

第９条 ２年次生で、当該年度履修科目の評価が不合格であった者に限り再試験を受け

ることができる。 

 （再試験願） 

第１０条 再試験を受けようとする者は、再試験届を教育支援課又は教務課に提出しな

ければならない。 

（再試験の合格点） 
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第１１条 再試験の合格点は、Ｃとする。 

 （受験の心得） 

第１２条 受験の心得は、次の各号のとおりとする。 

(１) 筆記試験

ア 受験中は、常に学生証を机上に提出しなければならない。

イ 試験場には、定刻５分前までに入室しなければならない。

ウ 遅刻者の入室は、認めない。ただし、試験開始後１５分以内の不可抗力による遅

刻は、試験監督者の許可を得て、受験することができる。 

エ 試験開始後２０分を経過しないと退室することができない。

オ 一度配布された答案用紙を提出しなかった者は、当該科目を放棄したものとみな

す。 

(２) レポート、論文又は作品

ア 指定された期限を厳守しなければならない。期限後は、理由のいかんにかかわら

ず一切受理しない。

イ 用紙等は、担当教員の指示に従う。

ウ 担当教員の指示に従って、「レポート・論文・作品提出用紙」を表紙に用い、必

要事項を明記し、レポート又は論文については、必ずとじて提出する。クリップ、

ピン等を用いてはならない。

エ 指定された期限までに提出しなかった場合は、試験欠席に準ずる。

(３) 実技及び実習

担当教員の指示に従う。

（答案の返付） 

第１３条 一度提出した答案は、理由のいかんを問わず返付しない。 

（不正行為） 

第１４条 試験の不正行為のあった者は、当該科目は無効とする。また、当該試験期間

の全科目の試験を無効とすることがある。 

（その他） 

第１５条 以上のほか、試験については、研究科教授会で施行のための規則を定めるこ

とができる。 

（改廃） 

第１６条 この規程の改廃は、大学院教授会の議を経て大学院委員会が決定する。 

  附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

38



文教大学大学院単位修得認定規程 

（目的） 

第１条 この規程は、文教大学院学則第１３条に基づき、単位修得認定について定める

ことを目的とする。 

（単位修得の認定） 

第２条 単位修得の認定を受けるためには、次の各号の条件を満たさなければならない。 

(１) 当該授業科目の授業実時数の３分の２以上出席していること。

(２) 当該授業科目の成績評価が、文教大学学則第１８条の合格点に達していること。

２ 成績評価のための試験については、別に定める試験規程による。 

（成績発表） 

第３条 成績発表は、科目ごとにＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの表示により行い、評

価の基準は、次に掲げる表のとおりとする。また、発表の時期は、学期末とする。 

表 示 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

評価の 

基 準 

100 点～ 

90 点 

89 点～ 

80 点 

79 点～ 

70 点 

69 点～ 

60 点 
59 点以下 欠 席 無資格 

 （改廃） 

第４条 この規程の改廃は、大学院教授会の議を経て大学院委員会が決定する。 

附 則 

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
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他の大学院等で修得した単位の認定に関する規程 

第１条  この規程は、文教大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第１４条

第４項及び第１４条の２第３項の規定に基づき、本大学院生が他の大学院（外国

の大学院を含む。）において修得した単位及び本大学院に入学する前に大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単

位を含む。）の認定について定める。

第２条  前条により修得した単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、

次の書類を提出するものとする。

(１ ) 単位認定願

(２ ) 成績証明書又は単位修得を証明する書類

(３ ) 当該科目の講義概要を説明できる書類（授業概要、履修要項等）

第３条  単位の認定は、申請された授業科目ごとに本大学院の授業科目に対応させ

て認定する。

第４条  この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

附 則 

この規程は、平成１３年１１月１日より施行する。

附 則 

この規程は、令和７年４月１日より施行する。
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文教大学大学院学生忌引に関する規程 

第１条 忌引期間は次の日数とし、この期間は欠席に取り扱わない。 

(１) １親等の血族（父母、子）又は配偶者・・・・・・・・・・・・・・・・７日

(２) ２親等の直系血族（祖父母、兄弟姉妹）・・・・・・・・・・・・・・・３日

(３) １親等の姻族（配偶者の父母）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３日

(４) 上記以外の３親等以内の血族（伯・叔父母、甥・姪）・・・・・・・・・１日

(５) ２親等以内の姻族（配属者の祖父母、兄弟姉妹）・・・・・・・・・・・１日

第２条 忌引の場合は、事前又は事後に大学事務局学事部に届け出て、「欠席扱い免除

願」の措置を受ける。 

第３条 服喪のため旅行する場合は、第１条に規定する日数に旅行日数を加えたものを

忌引期間とする。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する 
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文教大学大学院休学及び復学に関する取扱い規程

（趣旨）

第１条 この規程は、文教大学大学院学則第７条、第２４条、第２５条、第３１条、第

３２条及び第３３条に基づき、学生の休学及び復学の手続等について定める。

（休学）

第２条 疾病その他の理由により引き続き３か月以上出席することのできない者は、保証

人連署の休学願を教育支援課又は教務課に提出しなければならない。なお、疾病の場合

は、診断書を添付しなければならない。

第３条 春学期に休学を希望する者は前年度の３月２０日までに、秋学期に休学を希望す

る者は８月末日までに休学願を提出し、学納金を納入しなければならない。ただし、や

むを得ない正当な理由がある場合には、春学期は休学する年度の４月の第２水曜日まで、

秋学期は９月の第１水曜日まで手続を猶予することができる。

第４条 休学願は、学期ごとに提出し許可を得なければならない。ただし、同一年度内で

２学期にわたり休学する場合は、この限りではない。

（復学）

第５条 復学を希望する者は、保証人連署の復学願を教育支援課又は教務課に提出しなけ

ればならない。なお、疾病による休学者が復学する場合は、疾病回復の証明書を添付し

なければならない。

第６条 復学する年次は、当該学生の休学期間にかかわらず、入学した年度から通算した

年次とする。

（学納金）

第７条 １学期の授業料は、年額の２分の１とし、休学期間の授業料は、これを免除する。

第８条 学期の途中から休学する場合の授業料及び教育充実費は、授業出席の有無にかか

わらず、納入しなければならない。

第９条 復学後の授業料及び教育充実費は、入学した年次の金額を納入するものとする。 

（改廃）

第１０条 この規程の改廃は、研究科教授会の議を経て大学院委員会が決定する。

附 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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    文教大学大学院学生海外派遣留学規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第２８条に基づ

き、大学院学生を海外の大学協定校へ派遣留学させる際の手続き及び学費の取扱い等

について定めることを目的とする。 

（派遣留学の定義） 

第２条 この規程における派遣留学（以下「留学」という。）とは、海外の大学又は

これに相当する教育機関（以下「海外大学等」という。）との間で締結した大学間一

般協定及びそれに基づき学生交換又は派遣を実施する研究科と海外大学等の大学院

研究科（それに相当する教育研究組織を含む。）間で締結された学生交換又は学生派

遣協定（覚書を含む。）に基づき実施される大学院学生の留学で、文教大学大学院（以

下「本大学院」という。）の教育課程を１セメスター以上離れ、その期間、海外大学

等の研究科において学修するものをいう。 

（協定の締結）

第３条 前条の学生交換又は学生派遣協定の締結は、当該研究科が発議し、国際交流

センターを経て大学院委員会が決定するものとする。

 （留学の期間） 

第４条 留学の期間は、原則として出国の日から修学終了後帰国した日までとし、１

年以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、願い出て更に１年を延長できるこ

ととする。 

２ 留学期間は、学則４３条にかかわらず、留学先の学事日程に基づくものとする。 

３ 留学の期間は、在学年数に算入される。そのうち１年までは、修業年限に算入する

ことができる。 

（留学の手続） 

第５条 留学に出願する学生は、所定の期限までに指定された出願書類を学長あてに提出

しなければならない。 

２ 留学予定者の選考は、出願者が所属する研究科教授会が行う。 

３ 留学予定者が所属する研究科教授会は、選考結果を国際交流センターに報告する。 

４ 留学予定者は、出国予定の３か月前までに学長に留学許可願を提出する。 

５ 留学予定者は、学長の許可を得た後、留学することができる。 

 （事務の取り扱い）

第６条 留学に関わる事務取り扱いは、大学事務局国際交流部とする。 

 （留学中の学納金） 

第７条 留学期間中の学納金は、本学の授業料及び教育充実費を納入し、留学先の授業料

を免除する。ただし、留学先の授業料が本学に納入すべき学納金を超えることが留学前に

分かっている場合は、留学期間中の本学の授業料を免除し、留学先の授業料を納入するも

のとする。 

２ 前項の授業料以外に留学先に支払う費用は、留学者の自己負担とする。 
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３ 第１項の学納金のうち本学の教育充実費については、留学期間にかかわらず、全額

納入する。 

 （留学届） 

第８条 留学者は、留学先に到着後速やかに、居所、電話番号の連絡先を大学に届け

出なければならない。この場合において、届け出事項に変更があった場合にも同様と

する。 

（留学の取消し） 

第９条 学長は、留学者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消

し、帰国を命ずることができる。 

(１) 留学先での修学状況が著しく悪いと認められるとき。

(２) 学長に提出した留学許可願と留学の実態が異なっているとき。

(３) 留学募集要項に規定された義務等を怠ったとき。

(４) その他留学先において本学学生としての本分に反する行為があったとき。

 （帰国命令） 

第１０条 学長は、前条に定めるほか、派遣先の環境等が悪化し、留学継続が困難と

認められる場合、帰国を命ずることができる。 

２ 帰国を命ぜられた留学者は、速やかに帰国しなければならない。 

 （単位の認定）

第１１条 留学先で修得した授業科目の単位は、学則第１４条第２項に定める単位を

限度として、本学で修得した単位として認定することができる。その取扱いは研究科

ごとに別に定める。 

（帰国届） 

第１２条 留学を終了した学生は、次に掲げる書類を速やかに提出して、帰国の届け

をしなければならない。 

(１) 留学終了届

(２) 留学先の発行した成績証明書

(３) 留学先で修得した単位の認定願

(４) その他留学募集要項に定める提出書類

 （その他） 

第１３条 各研究科教授会は、この規程の各研究科における施行に関する細則を定め

ることができる。 

 （改廃） 

第１４条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が決定する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する
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文教大学ティーチング・アシスタント実施規程

 （目的）

第１条 この規程は、文教大学大学院に在籍する優秀な学生に対し、教育的配慮の下に教

育補助業務を行わせ、大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図

ることを目的とする。

（名称）

第２条 前条の教育補助業務を行う者の名称は、ティーチング・アシスタント（以下「Ｔ・

Ａ」という。）とする。

 （職務内容）

第３条 Ｔ・Ａは、当該研究科の教員の指示に従い、授業担当者とともに大学院生の専門

分野に関連する学部、修士課程又は別科の学生に対する実験実習及び演習の教育補助業

務を行うものとする。なお、Ｔ・Ａには、教員の個人的業務及び研究補助業務をさせて

はならない。

２ Ｔ・Ａの職務内容は、次に掲げる事項とする。 

(１) 学部学生に対しては、当該大学院生の専門分野に係る実験実習及び演習科目の教

育補助業務を担当するものとする。 

(２) 別科生に対しては、日本語教育科目の教育補助業務を担当するものとし、言語文

化研究科で日本語教育を専攻する学生のみがこれを担当することができる。 

(３) 修士課程の学生に対しては、当該大学院生の専門分野に係る実験実習及び演習科

目の教育補助業務を担当するものとし、博士後期課程の学生のみがこれを担当する

ことができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、講義科目のうち専門教育科目については学部長、別科長

又は専攻長が、教養科目についてはキャンパス教務委員長が、それぞれ特に必要と認め

たものについて、Ｔ・Ａを採用することができる。

４ 前項の場合において、Ｔ・Ａの職務内容については、第１項及び第２項中「実験実習

及び演習科目」とあるのは、「講義科目」と読み替えるものとする。

（身分及び責務）

第４条 Ｔ・Ａの身分は、学校法人文教大学学園契約職員就業規則に定める契約職員とす

る。

２ Ｔ・Ａは、学校法人文教大学学園契約職員就業規則その他学園の諸規程を遵守しなけ

ればならない。 

（派遣申請）

第５条 Ｔ・Ａを授業で採用しようとする者は、専門教育科目については学部長、別科長

又は専攻長に、教養科目についてはキャンパス教務委員長に具体的な計画（当該科目の

シラバス及びＴ・Ａ採用の必要性を含む。）を添えて申し出る。

２ 前項の申し出を受けた学部長、別科長、キャンパス教務委員長又は専攻長（以下「所

属長」という。）は、当該授業科目におけるＴ・Ａ派遣の必要性を認めた場合に、所定

の様式にて派遣を依頼する研究科の長に申請する。
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（科目の決定）

第６条 当該研究科の研究科長は、前条の申請を受け、Ｔ・Ａに教育補助業務を行わせよ

うとする所属長と教育補助業務の内容、体制等について事前に協議し、研究科教授会で

Ｔ・Ａを採用する科目を決定するものとする。 

（募集及び選考）

第７条 Ｔ・Ａの募集は、前条の決定に基づき、各研究科がこれを行う。

２ Ｔ・Ａの選考は、別に協議して定める当該年度の所用経費の範囲内において各研究科

が定める基準により当該研究科においてこれを行う。

３ 研究科長は、前項までの選考結果を選考したＴ・Ａに係る実施計画を添えて所属長に

報告しなければならない。 

（採用）

第８条 前条までにより選考されたＴ・Ａは、当該授業の開始前までに必要な事務手続き

により学長の承認を経て採用される。

（勤務時間等）

第９条 Ｔ・Ａの勤務時間は、月４０時間（週１０時間程度）以内とし、各研究科は、当

該学生の受ける研究指導及び授業に支障が生じないよう配慮しなければならない。

 （給与）

第１０条 Ｔ・Ａの給与については、学校法人文教大学学園契約職員給与規程により取り

扱うものとする。ただし、給与は時間給のみとし、交通費その他の給与は、これを支給

しない。

（事務）

第１１条 Ｔ・Ａに関する事務は、大学事務局学事部及び法人事務局総務部がこれを担当

する。

（実施要綱等）

第１２条 この規程に定めるもののほか、Ｔ・Ａの実施に関し必要な要綱等は、各研究科

において定める。

（改廃）

第１３条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行う。

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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文教大学大学院学生の学会参加に係る補助規程 

（目的）

第１条 この規程は、文教大学大学院（以下「本大学院」という。）の学生が研究活動の一環と

して学会に参加する場合の補助制度を定めることにより、学生の費用負担の軽減を図り、も

って修学を支援することを目的とする。

（定義）

第１条の２ この規程において、学会にはワークショップ、研究会等学会に準ずる会合を含

むものとする。

（適用）

第２条 この規程は、本大学院研究科の学生に適用し、研究生、委託生、聴講生及び科目等

履修生には適用しない。

（補助）

第３条 この規程による補助制度は、学生が学会に参加した場合の旅費交通費及び学会参加

費の一部として、当該学生の在学中、１年間に１回に限り研究科教授会の議を経て補助金

を支給することができる。

２ 前項の補助金は、学生が国内外の学会に参加する場合に所定の手続を経て当該研究科予

算から支給する。

３ 補助対象となる学会の範囲は、研究科ごとに定める。

（資格の喪失）

第４条 本大学院の規定により懲戒処分を受けた者は、この規程による補助の受給資格を喪

失するものとする。

（手続）

第５条 研究科長は、学生が学会に出席する日の 1 ヵ月前までに別に定める様式に従って、

大学院学生の学会参加に係る申請書及び学生の出張申請書を学長あてに提出する。

２ 事務局主管課は、前項により提出された申請書を基に稟議文書を起案し、必要な決裁を

受ける。

３ 補助を受けようとする学生は、学会参加後に出張報告書を研究指導教員及び研究科長を

経て事務局主管課に提出する。

４ 事務局主管課は、必要な事務手続を経た後、当該学生に直接補助金を支給する。

（規程の準用）

第５条の２ 旅費の計算、旅費の支給基準その他この規程に定めのない手続きについては、

文教大学学会出張規程第５条、第６条、第７条及び第１０条を準用する。

（変更手続）

第６条 研究科長は、前条第１項により提出した申請書の内容を年度の途中で変更しようと

するときは、改めて申請書を作成し、前条の手続を行わなければならない。

２ 前項の申請を行う際には、変更部分を明記するものとする。

（補助上限額と参加形態等による補助基準）
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第７条 学生１人あたりの補助の上限額は、旅費交通費の実費及び学会参加費の合計額とし、

参加形態等による補助基準は、研究科ごとに定める。

（事務主管）

第８条 この規程の事務主管は、法人事務局総務部とする。

（改廃）

第９条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行う。

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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文教大学大学院研究生規程 

（趣旨） 

第１条 文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第４５条に規定する研究生の取扱

いについては、この規程に定めるところによる。 

（定義）  

第２条 研究生とは、本学の大学院研究科において、あらかじめ研究の主題を定め特定の

教員の指導により研究に従事する者をいう。 

（入学の期間）  

第３条 研究生の入学の時期は、原則として学期の始めとする。 

（研究時期） 

第４条 研究生の研究期間は、原則として1年とする。ただし、秋学期入学の場合は、半

年とする。  

２ 定められた研究の主題に対し、指導教員の了承のもとで研究の継続を願い出たときは、 

教授会の議により、研究期間を延長することができる。ただし、研究期間は通算２年を 

超えることができないものとする。  

（出願資格）  

第５条 研究生として入学を志願することができる者は、次の各号のいずれかに該当する 

者とする。 

(１) 大学院における所定の課程を修了した者

(２) 前号の者と同等以上の学力を有し、本学大学院研究生として適当と認められた者

 （出願書類）  

第６条 研究生として志願する者は、次に掲げる書類に別に定める検定料を添えて、指定

の期日までに願い出なければならない。 

(１) 願書（本学所定のもの）

(２) 履歴書（本学所定のもの）

(３) 健康診断書（本学所定のもの）

(４) 最終学校の修了証明書及び成績証明書

(５) 勤務先を有する者は、所属長の承諾書又は推薦書

(６) 外国籍を有する者にあっては、上記のほか大学が定める書類

 （選考） 

第７条 志願者の選考は、書類審査及び面接の上、研究科教授会の議を経て、学長が合格 

者を決定する。ただし、本学教員の推薦があり、教授会が認める場合は、面接を免除す 

ることができる。  

（入学手続及び入学許可） 

第８条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期間内に所定の書類を提出

するとともに、別に定める入学金及び研究指導費を納付しなければならない。  

２ 学長は、前項の手続を完了した者に対して、研究生として入学を許可し、研究生証を交 

付する。 
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 （諸費用の返付） 

第９条 既納の費用は、理由のいかんを問わず返付しない。

 （指導教員）

第１０条 研究科長は、研究科教授会の議を経て、研究生の指導教員を決定する。

２ 指導教員は、研究生の当該研究事項及び研究論文作成に当たっての指導を行う。  

３ 指導教員が研究上本学大学院の特定の授業科目を聴講することが必要と認めるときは、 

これを許可することがある。ただし、聴講した科目の単位は、認定しない。 

（研究結果の報告） 

第１１条 研究生は研究修了に際し、当該研究事項の成果を学長に報告しなければならな

い。  

（研究証明） 

第１２条 所定の研究を修了したと認められた者には、研究証明書を交付することができ

る。  

（退学及び除籍） 

第１３条 研究生が退学しようとするときは、退学願を提出しなければならない。 

２ 研究生に適しないと認められた者は、これを除籍することができる。 

（諸規程の準用） 

第１４条 この規程に定めのない事項については、学則その他の規程を準用する。 

（改廃） 

第１５条  この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が決定する。 

附 則 

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。
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文教大学大学院科目等履修生規程 

 （趣旨） 

第１条 文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第４８条に規定する科目等履修

生の取扱いについては、この規程に定めるところによる。 

（入学の時期）  

第２条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとし、その履修期間は入学

を許可された年度内とする｡ ただし、引き続き履修を希望するときは、在留資格「留

学」で我が国に在留する予定の者を除き、許可を得て１年以内の期間に限り延長する

ことができる｡  

 （出願資格）  

第３条 修士課程の科目等履修生として出願することができる者は、学則第１９条第１

項に規定する各号のいずれかに該当する者とする｡  

２ 博士後期課程の科目等履修生として出願することができる者は、学則第１９条第２項

に規定する各号のいずれかに該当する者とする。 

第４条 入学後に在留資格「留学」を有してわが国に在留する予定の者が、科目等履修

生に出願する場合は、前条第１項又は第２項に規定するもののほか、次の要件を全て

満たすこととする。ただし、本学大学院を修了した者及び出願時に修了見込がある者

を除く。 

(１) 日本語能力試験N1レベル相当以上であること。

(２) 当該学期末までの在留資格を有していること。

(３) 入学する前年度に、他大学院等で科目等履修生又は研究生その他の非正規学生と

して在籍していないこと。 

 （科目等履修の範囲）  

第５条 科目等履修を願い出ることができる授業科目は、出願する課程に開講されてい

る科目のみとする。ただし、通常の授業に支障がないと認めた科目に限る。 

 （出願書類）  

第６条 科目等履修生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に別に定める検定料

を添えて指定の期日までに願い出なければならない。ただし、第５号及び第６号の書

類は、第４条の出願者のみが提出するものとする。 

(１) 科目等履修願書（本学所定のもの）

(２) 履歴書（本学所定のもの）

(３) 健康診断書（本学所定のもの）

(４) 最終学校の修了証明書

(５) 在留カードの写し（両面）

(６) 日本語能力試験Ｎ１レベル相当以上の日本語能力を有することを証する資料

 （選考）  

第７条 志願者の選考は、書類審査又は面接の結果に基づき、研究科教授会において合

否を決定する。 
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 （入学手続及び入学許可） 

第８条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期間内に所定の書類を提

出するとともに、定められた費用を納付しなければならない。  

２ 学長は、前項の手続を完了した者に対して、科目等履修生として入学を許可し、科目

等履修生証を交付する。 

 （費用） 

第９条 選考の結果、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定められた登録

料及び授業料を納付しなければならない｡  

２ 実験、実習、教材等に要する費用は、別に徴収する｡ 

３ 既納の検定料、登録料、科目等履修料等は、理由のいかんを問わず返付しない｡ 

（科目等履修単位数） 

第１０条 科目等履修生が 1 年間に履修できる科目の総単位数は、１５単位以内とする。 

 （科目等履修許可の取消し）

第１１条 科目等履修生が本人の都合により学期の途中で科目等履修を取り止める場合

は、その旨を速やかに届け出て、科目等履修生証を返却しなければならない。

２ 科目等履修生が大学の秩序を乱したり、授業の妨げとなる行為があると認められたと

きは、直ちに科目等履修の許可を取り消す。 

（単位の認定） 

第１２条 科目等履修生は、履修科目の定期試験を受験することができる。 

２ 定期試験に合格した者には、その単位を認定する。 

（証明書の交付） 

第１３条 科目等履修を修了した者から科目等履修について証明の請求があったとき

は、単位修得証明書を交付することができる。 

（委託科目等履修生） 

第１４条 官庁、学校その他の機関から科目等履修生の委託を受けたときは、本規程を

準用する。  

（諸規程の準用） 

第１５条 この規程に定めのない事項については、学則その他の規程を準用する。 

（改廃） 

第１６条  この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が決定する。 

 附 則 

この規程は、令和５年３月１日から施行する。 
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文教大学大学院聴講生規程 

 

 （趣旨） 

第１条 文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第４７条に規定する聴講生の取扱

いについては、この規程に定めるところによる。  

（入学の時期）  

第２条 聴講生の入学の時期は、学年又は学期の始めとし、その聴講期間は入学を許可さ

れた年度内とする｡ ただし、引き続き聴講を希望するときは、在留資格「留学」で我が

国に在留する予定の者を除き、許可を得て１年以内の期間に限り延長することができ

る｡  

 （出願資格）  

第３条 修士課程の聴講生として出願することのできる者は、学則第１９条第１項に規定

する各号のいずれかに該当する者とする｡  

２ 博士後期課程の聴講生として出願することができる者は、学則第１９条第２項に規定

する各号のいずれかに該当する者とする｡ 

第４条 入学後に在留資格「留学」を有してわが国に在留する予定の者が、聴講生に出願

する場合は、前条第１項又は第２項に規定するもののほか、次の要件を全て満たすこと

とする。ただし、本学大学院を修了した者及び出願時に修了見込がある者を除く。 

(１) 日本語能力試験N1レベル相当以上であること。  

(２) 当該学期末までの在留資格を有していること。 

(３) 入学する前年度に、他大学院等で科目等履修生又は研究生その他の非正規学生とし

て在籍していないこと。 

 （聴講の範囲）  

第５条 聴講を願い出ることができる授業科目は、出願する課程に開講されている科目の

みとする。ただし、通常の授業に支障がないと認めた科目に限る。 

 （出願書類）  

第６条 聴講生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に別に定める検定料を添えて

指定の期日までに願い出なければならない。ただし、第５号及び第６号の書類は、第４

条の出願者のみが提出するものとする。 

(１) 聴講願書（本学所定のもの）  

(２) 履歴書（本学所定のもの）  

(３) 健康診断書（本学所定のもの）  

(４) 最終学校の修了証明書 

(５) 在留カードの写し（両面）  

(６) 日本語能力試験Ｎ１レベル相当以上の日本語能力を有することを証する資料 

 （選考）  

第７条 志願者の選考は、書類審査又は面接の結果に基づき、研究科教授会において合否

を決定する。  

 （入学手続及び入学許可） 
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第８条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期間内に所定の書類を提出

するとともに、定められた費用を納付しなければならない。  

２ 学長は、前項の手続を完了した者に対して、聴講生として入学を許可し、聴講生証を交 

付する。 

 （費用） 

第９条 選考の結果、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定められた登録料

及び授業料を納付しなければならない｡  

２ 実験、実習、教材等に要する費用は、別に徴収する｡ 

３ 既納の検定料、登録料、聴講料等は、理由のいかんを問わず返付しない｡ 

 （聴講単位数） 

第１０条 聴講生が 1 年間に聴講できる科目の総単位数は、１０単位相当分以内とする。 

 （聴講許可の取消し） 

第１１条 聴講生が本人の都合により学期の途中で聴講を取り止める場合は、その旨を速

やかに届け出て、聴講生証を返却しなければならない。  

２ 聴講生が大学の秩序を乱したり、授業の妨げとなる行為があると認められたときは、直

ちに聴講の許可を取り消す。 

 （証明書の交付） 

第１２条 聴講を終了した者から科目の聴講について証明の請求があったときは、聴講証

明書を交付することができる。  

 （委託聴講生） 

第１３条 官庁、学校その他の機関から聴講生の委託を受けたときは、本規程を準用する。  

 （諸規程の準用） 

第１４条 この規程に定めのない事項については、学則その他の規程を準用する。  

 （改廃） 

第１５条  この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が決定する。  

 

   附 則  

この規程は、令和５年３月１日から施行する。 
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文教大学大学院委託生規程 

（趣旨） 

第１条 文教大学大学院学則（以下「学則」という。）第４６条に規定する委託生の取扱

いについては、この規程に定めるところによる。 

（定義）  

第２条 委託生とは、公立の学校にあっては教育委員会、国立及び私立の学校にあっては

その学校長、その他の機関にあってはその所属機関の長から研修を委託された者をいう。  

（入学の時期）  

第３条 委託生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情がある場合はこ

の限りではない。 

（研修期間）  

第４条 委託生の研修期間は、1年間とする。ただし、特別の事情がある者は、この限り

ではない。  

（出願資格） 

第５条 委託生として入学を志願することができる者は、学則第１９条に規定する各号の

いずれかに該当し、研修事項について十分な学力を有するものとする。 

（出願書類）  

第６条 委託生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に別に定める検定料を添えて、

指定の期日までに願い出なければならない。 

(１) 委託願書（本学所定のもの）

(２) 履歴書（本学所定のもの）

(３) 健康診断書（本学所定のもの）

(４) 所属機関の長からの委託依頼文書

 （選考） 

第７条 志願者の選考は、書類審査の上、研究科教授会の議を経て学長が合格者を決定す

る。 

 （入学手続及び入学許可） 

第８条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期間内に所定の書類を提出

するとともに、別に定める入学金及び研究指導費を納付しなければならない。  

２ 学長は、前項の手続を完了した者に対して、委託生として入学を許可し、委託生証を交 

付する。 

 （諸費用の返付） 

第９条 既納の費用は、理由のいかんを問わず返付しない。

 （講義等への出席）

第１０条 委託生が研修事項に関連のある特定の授業科目に出席することを願い出たと

きは、研究科教授会の議を経て、これを許可することがある。

２ 委託生として履修した科目及びその単位は、大学院の正規の課程の科目及びその単位と

して認定することはできない。 
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（研修結果の報告） 

第１１条 委託生は、所定の研修を修了したときは、その結果を学長に報告しなければな

らない。  

（研修証明） 

第１２条 所定の研修を修了したと認められた者には、研修証明書を交付することができ

る。  

（諸規程の準用） 

第１３条 この規程に定めのない事項については、学則その他の規程を準用する。 

（改廃） 

第１４条  この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が決定する。 

 附 則 

この規程は、令和４年１２月７日から施行する。 
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文教大学学則（抜粋） 

第２章 学部、学科等及び修業年限 

第４条 本学に教育学部、人間科学部、情報学部、文学部、国際学部、健康栄養学部及び

経営学部を置く。 

２ 本学に専攻科を置く。専攻科に関する規程は、別に定める。 

３ 本学に外国人留学生別科を置く。外国人留学生別科に関する規程は、別に定める。 

４ 本学に大学院を置く。大学院に関する学則は、別に定める。 

第４章 授業科目及び単位 

第９条  授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 

２  本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディア

を高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３  本学は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定によ

り、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる

場合についても、同様とする。 

４  本学は、第１項の授業の一部を、校舎及び付属施設以外の場所で行うことができる。 

第９条の２  教育課程は、各授業科目を必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科

目に分け、これを年次別又は各学期に配当して編成するものとする。 

第１６条 授業科目の単位は、次の基準による。 

(１) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本学が定める時間

の授業をもって１単位とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本学が定め

る時間の授業をもって１単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導によ

る実技の授業については、本学が定める時間の授業をもって１単位とすることがで

きる。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、

これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これ

らに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、多様なメディアを高度に利用した教室等以外で開講する

授業科目の単位は、当該授業科目に必要な学修等を考慮して、単位数を定めることがで

きる。 

第５章 履修方法、卒業の認定及び学士の学位 

第１８条 各科目の成績評価の基準は、ＡＡ（１００点～９０点）、Ａ（８９点～８０

点）、Ｂ（７９点～７０点）、Ｃ（６９点～６０点）及びＤ（５９点以下）とし、合格

は、ＡＡ、Ａ、Ｂ及びＣとする。 

第２０条  一つの授業科目を学修した者には、別に定める単位修得認定規程により単位
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を与える。 

第１１章 学年、学期及び休業日 

第４９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第５０条 学年を次の２期に分ける。 

春学期  ４月１日から９月３０日まで 

 秋学期   １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、学期の期間を変更することが

ある。 

第５１条 休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） に定める休日

(３) 創立記念日 １０月１７日

(４) 春季休業  ３月２５日から３月３１日まで 

夏季休業 ８月１日から８月３１日まで 

冬季休業  １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、臨時に休業日を定め、又は変

更することがある。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、休業期間中に授業、実習等

を行うことがある。 

第１２章 賞罰 

第５２条 本学学生で性行及び学業の特に優秀な者は、これを表彰することがある。 

第５３条 本学学生で本学の諸規則に反し、本学の秩序を乱し、又はその他学生の本分に

反した行為があったときは、これを懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学又は退学とする。 

第５４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、退学を命ずる。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(３) 正当の理由なく、出席常でない者

(４) 本学の秩序を乱した者

第５５条 賞罰は、教授会の議を経て学長がこれを行う。 

附 則 

この学則は、令和７年４月１日から施行し、施行に必要な細則は、別に学長が定める。

ただし、令和６年度以前に入学した学生の学則については、第５条第３項、第６条、第

８条、第１１条第３項に規定する別表第４のⅢ、第１７条第４項、第１９条第２項及び

第３９条を除き入学年度施行の学則による。 
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   大学院 

   国際学研究科 
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花瀬橋 
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